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回 覧 

定例役員会議事録(2021 年［令和 3 年］1 月) 

天嶽院下自治会 

日 時 ： 2021 年［令和 03 年］1 月 9 日(土) 10 時～11 時 30 分 

場 所 ： 村岡市民の家 ホール 

出席者 ： 会長・役員・班長  西市議  出席者数：21 名 
 

[議事内容] 

１．会長挨拶 

 緊急事態宣言に伴い、新たに市民の家が 1/12～2/7 まで終日休館になります。 

そこで自治会としては、来年度の引き継ぎや 3 月の定期総会開催を行う必要があり、

場所を村岡公民館で実施できないか調整中です。出来る限り急いで、2 月の定例役員会

の実施方法を決めて、役員の皆さんへお知らせします。 

 

２．藤沢市のコロナ状況について(西市議からの報告を要約) 

・感染者数は増加傾向にあり、現時点で陽性率が 10％を超えて好ましくない。 

・年代別に見ると、20～40 歳台の感染者数が増えている。 

・感染経路の不明なケースが 48％（12 月現在）あり、この数値の増加も懸念される。 

・症状は、ほとんどが軽傷か無症状で約 1/4 が入院している。 

・このまま感染者数が増加し続けると想定した場合、2 月頃に神奈川県の病床数が 

キャパシティを超えると予想される。 

・市の施設の多くが 1 月 12 日から使用できなくなるが、図書館については貸出し 

のみが通常通りであり、閲覧席・会議室の利用は不可である。 

・施設やイベントの中止情報を市のホームページで確認できるのでご参照下さい。 

 ＊新型コロナウイルス感染症対策における藤沢市の事業・施設等の対応について 

  https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/gyousei/ibentochuusi.html 

 

３．各部からの報告 

 生活環境部(井上部長）：参加予定のイベントは「中止」になりました。 

 防災防犯部(渡辺部長)：12 月は 12 日、26 日に防犯パトロールを実施しました。 

1 月のパトロールは「中止」とします。 

 広報部(満田部長)    ：3 月は人事異動の季節となります。異動がありましたら 

早めにご連絡ください。 

 文化体育部(菊池部長)：特にありません(欠席)。 

 社会福祉部(坂上部長）：特にありません(欠席)。 

 交通安全部(川本部長)：特にありません。 
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 青少年愛護部(堀江部長）：1 月の地区パトロールは未定です。 

４．空き家調査結果のまとめ報告(会長から) 

 空き家調査にご協力いただき、ありがとうございました。市の住宅政策課に調査

結果を提出したいと思います。 

＜結果＞“空き家”の対象物件数は 19 件あり、内訳は次の通りです。 

①住人不在、定期的に管理されている：10 件 

②住人不在、かつ管理されていない（庭の草木や雑草が伸びたまま）：6 件 

③その他(引越による空き家、アパート空き家、空き地)：3 件 

 このうち②については、防犯上の懸念があるため、所有者に対し管理を促す 

よう、市に対応をお願いする。 
 

５．定期総会の議題に関する討議(継続)：具体案の提示 

(1) 広報配布支援施策要領の新設(案) 

・広報管理責任者の設置と職務の明確化 

・広報配布の支援が必要か否かの確認→支援不要の場合は従来通りの配布方法 

・現況確認で得られた個人情報の保護 

・広報配布請負人の選出と手当ての支払について、 

・組長からの緊急要請への対応→班長が組長宅に広報を取りに行く方法 

・広報配布請負人の個人情報保護規定について 

・問題発生時の対応について 

(2) 自治会本規定の見直しについて(案) 

会長、役員の負荷軽減を目的とし主に第 5 条を見直す。 

・会長経験者、役員経験者による会長補佐役として「顧問」の新設。 

・各部長、各副部長の下に“部員”を記載（実情に合わせて、今回追記） 
 

 組長、班長は上記２件の議案を持ち帰って検討していただき、ご意見や 

ご提案がありましたら、会長宛てにご連絡をお願いします。 

 

６．その他連絡事項 

・2 月の定例役員会の開催方法や開催場所については、後日各組長と班長に直接 

ポスティングによりお知らせします。（出来る限り、急ぎ対応予定） 

・宣言が出ている間は市民の家を利用できませんが、2 月以降も尾を引くことが予想

されます。その場合、3 月の定期総会は昨年と同様、書面での採決も検討中です。 

 

７．次回２月定例役員会について 

日時：２月６日（土）１０：００～ 会場調整中 

会場設営(９：３０～)は５組が担当となります。 

 

 

以 上 


